
　多久市では７月１日、『パブリックコ
メント制度』を導入しました。この制度
は、市が重要な計画や施策などを策定す
る過程において、市民や市内事業者等の
みなさんから多様な意見を提出していた

だき、その内容を計画等に反映させるとともに、寄せら
れた意見等に対する市の考え方を公表する制度です。

　これまで、市議会の議決を必要としない計画等は、
市役所内部で検討したり、各種団体の代表者や有識者
で組織する審議会等で審議し、策定してきました。こ
れからは、これらの計画等を案の段階で公表し、積極
的に市民のみなさんに意見を伺い、より市民のニーズ
などにあったものにし､計画等に反映していくために､
『パブリックコメント制度』を導入することにしまし
た。
　市の計画や施策等の策定過程における公正性と透明
性の向上を図り、市民参画による開かれた市政を進め
ていきます。

パブリックコメント制度
スタート
本年度のコメント募集案件(予定)

●第４次多久市総合計画(案)………10月頃を予定
●多久市観光振興計画(案)【仮称】…10月頃を予定

問い合わせ

総務課　行政係　☎75－2112

多久市ホームページ

パブリックコメント制度の詳細は、多久市ホーム
ページをご覧ください。

アドレス　http://www.city.taku.lg.jp/

　【パブリックコメントのイメージ図】
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政策案の公表
○政策案
○案の概要
○案の趣旨、目的、背景
○その他関連資料

結果の公表
○意見の概要
○意見に対する実施機関の考え方
○案を修正したときは修正内容

公表の方法
□ホームページに掲載
□市民相談窓口での閲覧
□担当課での閲覧

意見受付
書面で提出（郵便、ファクシミリ、電子
メール、その他実施機関が認める方法）
　※住所・氏名・法人名称等を必ず明記

結果の公表
□ホームページに掲載
□市民相談窓口での閲覧
□担当課での閲覧

提出された意見の検討と意思決定

意見を取り入れる場合
↓

意見に基づき案を修正

意見を取り入れない場合
↓

取り入れなかった理由を整理

意見募集期間
30日以上
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　　行政からのお知らせ　　行政からのお知らせ


